
医療機器販売業等の営業所の管理者に対する継続研
修（医薬品医療機器等法施行規則第168条及び第175条
第2項）、及び医療機器修理業の責任技術者（医薬品
医療機器等法施行規則第194条）に対する継続研修を
下記のとおり実施いたします。
受講を希望される方は、本会ホームページ（https :
//www.saiyaku.or.jp）からお申し込みください。
なお、今年度の研修は、昨年度と同様にオンライン
での開催といたしますので、詳細をご確認のうえ、お
申し込みください。

記
1 開催日程等
日 程：令和7年2月3日（月）～2月10日（月）
開催形式：インターネットを利用したWeb コン

テンツの視聴形式
（受講確認のためのレポート提出が必
須です）

受 講 料：埼玉県薬剤師会正会員 3，000円
（税込 テキスト、修了証代含む）
上記以外 5，000円
（ 〃 ）

（埼玉県薬剤師会正会員のいる薬局に勤務し
ていても、受講者本人が正会員となられてい
ない場合は、会員外の料金となります。）

2 受講対象者
①高度管理医療機器等の販売業等の営業所管理者
②医療機器修理業の責任技術者

3 内容
①医薬品医療機器等法及び関連法令
（公財）医療機器センター

常務理事 新見裕一氏
②医療機器の品質管理
（一社）日本医療機器産業連合会

販売・保守委員会 委員 浦冨恵輔氏
③医療機器の不具合報告及び回収報告
（一社）日本医療機器産業連合会

PMS委員会 委員 三田哲也氏
④医療機器の情報提供および薬剤師が知っておき

たい機器等の話題
（公財）医療機器センター 医療機器産業研究所

主任研究員 本田大輔氏

4 申込方法等
⑴ 本会ホームページ（＞研修会案内＞本会主催）
で詳細をご確認のうえ、お申し込みください。

締切日：令和6年12月4日(水)【必着】

⑵ 受講票および研修資料等を営業所（薬局等）あ
てに郵送いたします。（1月下旬予定）

5 修了証の交付
継続研修は、省令で「総時間数が2時間以上である
こと」とされており、研修の全時間を受講した方にの
み、修了証を交付いたします。
受講の確認は、コンテンツの合間に複数回表示され
るキーワードの回答を含む、レポートの提出をもって
判断いたしますので、必ず提出してください。レポー
トの提出と引き替えに修了証を郵送いたします。
なお、レポート内容に不足がある場合、レポートの
提出が無い場合は、コンテンツを聴講しても修了証を
交付できませんので、ご注意ください。この場合には
受講料の返金はいたしません。

【注意事項】
⑴ 締切日を過ぎての申込はお受けできません。
また、受講料を支払後、キャンセルまたは受講
期間に受講できなかった場合の返金はいたしかね
ますので、ご注意ください。
⑵ 申込者には、Web コンテンツが掲載されてい
る日本薬剤師会ホームページ（特設ページ）の
URL、ログイン ID及びパスワードを記載した受
講票をお送りしますので、受講期間中にホームペ
ージへアクセスし、聴講してください。
⑶ コンテンツ内のキーワードは不定期に変更され
ますので、必ず受講期間中（2月3日～2月10日）
に聴講してください。
⑷ 原則、居住県及びその近県の都道府県が開催す
る研修を受講してください。
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